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Ⅰ．固定資産税の概要
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区 分 固 定 資 産 税

１．課税客体
土地、家屋及び償却資産

(土地：1億8,065万筆、家屋：5,879万棟)

２．課税主体 全市町村（東京都23区内は東京都が課税）

３．納税義務者
土地、家屋又は償却資産の所有者

(土地、家屋は登記簿上の所有者等を、償却資産は申告のあった所有者等を固定資産課税台帳に登録し課税)

(土地：4,138万人、家屋：4,214万人、償却資産：472万人)

４．課税標準
価格（適正な時価）
※ 土地及び家屋は３年ごとに評価替え（令和３年度が評価替え年度）

※ 償却資産は、取得価額を基礎として、経過年数に応じ、定率法（旧定率法）により償却

５．税 率 標準税率 1.4％

６．免税点 土地：30万円、家屋：20万円、償却資産：150万円

７．賦課期日 当該年度の初日の属する年の１月１日

８．税 収 ９兆2,936億円（土地3兆4,793億円、家屋4兆0,403億円、償却資産1兆7,739億円）

※１ 税収以外のデータは、令和３年度実績。
※２ 固定資産税の制限税率（2.1%）は、平成16年度の改正により廃止。
※３ 税収は令和２年度決算額。

○ 固定資産税は、シャウプ勧告を契機として行われた昭和25年の地方税制度の根本的改革に伴い創設。

○ 固定資産（土地、家屋及び償却資産）の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益

関係に着目し、応益原則に基づき、資産価値に応じて、所有者に対し課税する財産税。

○ どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体としており、税源の偏りが小さく市町村税として

ふさわしい基幹税目。

固定資産税の概要
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税 額＝× 税 率

標準税率

1.4％

課 税 標 準 額

○ 政策的な特例措置

＜主な例＞
小規模住宅用地 ： １／６
一般住宅用地 ： １／３

○ 土地に係る負担調整措置

納税者の負担感に配慮し、評価額に対し税負担
が低かった土地や、評価額が急激に上昇した土地
の場合にも、税負担はゆるやかに上昇させるため
課税標準額を調整する措置。

評価額

固定資産評価基準
により算出

○ 土地・家屋

３年ごとに評価替え
を行い、それ以外の
年度は原則据置き。

○ 償却資産

毎年評価替え

宅地については、
地価公示価格等の
７割を目途として評価

政策的な特例

措置

＜主な例＞
新築住宅
一般住宅
(３年１／２)
３階建以上
(５年１／２)

固定資産税の仕組み
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※１ 税収は、「地方財政状況調査」（総務省）における決算額である。
※２ 大都市は、政令指定都市及び東京都23区（都が徴収する分を含む）。都市はその他の市。
※３ 四捨五入により計が一致しない場合がある。

○ 市町村税収の約４割は固定資産税収。

○ 市町村税収に占める固定資産税収の割合は、都市より町村の方が高い。

市町村税収全体に占める固定資産税収の割合（令和２年度決算額）

総額 22 兆 4,570 億円

うち固定資産税

9 兆 2,936 億円

総額 9 兆 1,826 億円

うち固定資産税

3 兆 4,065 億円

総額 11 兆 8,239 億円

うち固定資産税

5 兆 1,460 億円

総額 1 兆 4,505 億円

うち固定資産税

7,411 億円
51%

44%

37%

41%

1%

5%

7%

6%

33%

37%

38%

38%

6%

6%

11%

8%

9%

7%

6%

7%

町村

都市

大都市

全市町村

固定資産税 都市計画税 個人市町村民税
法人

市町村民税 その他

6



主要税目（地方税）の税収の推移
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人口一人当たりの税収額の指数
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４１．４兆円 ６．４兆円 ９．３兆円１２．８兆円 ６．２兆円

最大／最小：２．３倍 最大／最小：５．９倍 最大／最小：２．３倍最大／最小：２．５倍 最大／最小：１．２倍

※「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である。

（注１） 各税収額は、令和３年度決算見込額である。

（注２） 地方税収計の税収額は、特別法人事業譲与税の額を含まず、超過課税及び法定外税等を除いたものである。

（注３） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除く。

（注４） 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税（特別法人事業譲与税を含まない。）の合計額であり、超過課税分等を除く。

（注５） 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除く。

（注６） 人口は、令和4年１月１日現在の住民基本台帳人口による。



第一 基本的考え方
四 税制の検討の視点
４. 地方分権と地方税財源の充実確保
(４) 地方税財源の充実確保方策の方向

地方税の基幹税目の中では、個人住民税や固定資産税は、安定的で税収の変動が少なく、どの地方公共団体
にも税源が広く存在し、その偏在が少ないという性格を持っており、また、地方消費税は、清算を行うことによ
り、同様の特徴を有しています。個人住民税は地域住民が地域社会の費用の負担分任の原則の下に負担する税で
あり、受益と負担の明確化という観点や自治意識の涵養という点からその充実が望ましいと考えられます。地方
消費税については、福祉・教育など幅広い行政需要を賄う税として重要な役割を果たしており、今後その役割が
ますます重要なものになっていくと考えられます。

また、市町村の基幹税目である固定資産税についても、引き続きその安定的な確保に努める必要があります。

わが国税制の現状と課題－21世紀に向けた国民の参加と選択－（抄）(平成12年７月 税制調査会)

固定資産税に関するこれまでの政府税制調査会における整理の概要

９

第二 個別税目の現状と課題
四 資産課税等
４. 固定資産税
(１) 固定資産税の意義と沿革

① 固定資産税の意義
固定資産税は、土地、家屋及び償却資産という３種類の固定資産を課税客体とし、その所有者を納税義務

者として、当該固定資産の所在する市町村（特別区については東京都）が、当該固定資産の価値に応じて毎
年経常的に課税する財産税です。

土地、家屋及び償却資産に対し固定資産税が課税されるのは、これらの資産の保有と市町村の行政サー
ビスとの間に一般的な受益関係が存在するためです。ただし、このことは、固定資産税の税額が具体的な市
町村の行政サービスの量に応じて定まることを意味するものではなく、資産価値を表す価格に対して比例税
率で課税することとされています。

また、固定資産税は、資産価値に応じて課税される物税とされており、資産の所有者の所得などの人的
要素は考慮されない建前となっています。



Ⅱ．土地に係る負担調整措置
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負 担 調 整 措 置 の 概 要

Ｘ－３年度 Ｘ年度 Ｘ＋１年度 Ｘ＋２年度

評価額
2,000万円

（＝課税標準額）

※雑種地の場合を想定

評価額
3,000万円

３年に１度の評価替えにより

評価額が上昇

評価額
3,000万円

評価額
3,000万円

3,000万円×５％

＝150万円

課税標準額
2,150万円

課税標準額
2,300万円

課税標準額
2,450万円

150万円

150万円

⇒ 評価額が大幅に上昇（2,000万円→3,000万円）した場合も、
税負担の上昇幅は一定範囲（新しい評価額の５％）に抑えることで、納税者の負担を調整

イメージ

11

○ 評価替えは3年に一度実施し、新たな評価額を課税標準額として課税することが原則。
（地価下落により、評価額が下落し税額が下がる場合は、評価替えの初年度に引下げ。）

○ ただし、税負担の上昇が急激な場合については、上昇幅を一定範囲に抑える措置を講じている。



地価が上昇した土地（商業地等）における負担調整措置のイメージ

【基準年度の前年度】 【基準年度】 【据置年度】 【据置年度】

（評価額）

（新評価額）

※新評価額の５％

※新評価額の５％

※新評価額の５％
70%

60%

70%

60%

70%

60%

70%

60%

評価替え

○負担水準（※）の均衡化を図るため、商業地等については、負担水準の状況に応じて対応。

・負担水準が高い土地：負担水準の上限を70％に設定
・負担水準が低い土地：負担調整措置を通じて税負担をなだらかに引き上げ
・負担水準がある程度高い土地：税負担を前年度同額に据え置く「据置特例」を講じる（60％～70％）

※負担水準 ＝

課税標準額

負担水準

前年度の課税標準額

当該年度の評価額
×100％
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【令和２年度】 【令和３年度】 【令和４年度】 【令和５年度】

（評価額）

（新評価額）

※新評価額の２．５％

※新評価額の５％

70%

60%

70%

60%

70%

60%

70%

60%

評価替え

令和４年度に限り
上昇幅を半減

（５％⇒２.５％）

【Ｒ４改正】

令和４年度改正後（商業地等）

土地に係る固定資産税の課税の仕組み（令和３年度～令和５年度）

令和３年度に限り
前年度と同額に据置

※商業地等以外の土地も対象

【Ｒ３改正】

※ 法律の規定は整備済み
（特段の改正を行わなければ、
R5年度はこの仕組みが適用される）

課税標準額
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58.8%

25.6%

12.5%

2.8%

0.3%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.7以下

0.6以上

0.6未満

0.5以上

0.5未満

0.4以上

0.4未満

0.3以上

0.3未満

0.2以上

0.2未満

0.1以上

0.1未満

52.6%

26.4%

16.4%

4.1%

0.5%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.7以下

0.6以上

0.6未満

0.5以上

0.5未満

0.4以上

0.4未満

0.3以上

0.3未満

0.2以上

0.2未満

0.1以上

0.1未満

77.5%

17.3%

4.6%

0.5%

0.1%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.7以下

0.6以上

0.6未満

0.5以上

0.5未満

0.4以上

0.4未満

0.3以上

0.3未満

0.2以上

0.2未満

0.1以上

0.1未満

97.4%

2.2%

0.3%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.7以下

0.6以上

0.6未満

0.5以上

0.5未満

0.4以上

0.4未満

0.3以上

0.3未満

0.2以上

0.2未満

0.1以上

0.1未満

66.2%

19.5%

11.0%

2.7%

0.5%

0.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.7以下

0.6以上

0.6未満

0.5以上

0.5未満

0.4以上

0.4未満

0.3以上

0.3未満

0.2以上

0.2未満

0.1以上

0.1未満

30.9%

43.1%

17.6%

7.1%

1.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.8以下

0.6以上

0.6未満

0.4以上

0.4未満

0.3以上

0.3未満

0.2以上

0.2未満

0.1以上

0.1未満

【当年度／当年度】商業地等における評価額に対する課税標準額の割合の推移

（負担水準）

※１ 当該年度課税標準額/当該年度評価額を表側にとり、各区分ごとの課税標準額の合計が課税標準額の総計に占める割合（％）を示したものである。
※２ 各年度の評価額、課税標準額については、「固定資産の価格等の概要調書」による（法定免税点以上）。
※３ 区分ごとに四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。

平成９年度 平成30年度 令和４年度平成27年度平成15年度

1.0

0.8

課税標準額の上限

0.7据
置
特
例

令和３年度

＜課標ベース＞
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宅地に係る負担調整措置等の推移

負
担
水
準
＝
前
年
度
課
税
標
準
額
／
評
価
額

70

60

80
75

（％）

100

負担調整措置

ゆるやかな課税標準額の上昇

評価額（地価公示価格等×７割）

課税標準額

H9 ～ H23 H24・H25 H26～R5

据置特例創設

〈住宅用地〉

〈商業地等〉

負
担
水
準
＝
前
年
度
課
税
標
準
額
／

（
評
価
額
×
住
宅
用
地
特
例
率
）

80

（％）

100

課税標準額

据置措置の廃止
（平成26年度）

90

住宅用地特例率

評価額（地価公示価格等×７割）

据置特例創設

負担調整措置

ゆるやかな課税標準額の上昇

H9～H11 H12・H13 H14～R5

課税標準額の上限の設定
（上限以上の負担水準の土地の課税標準額の引下げ）

15

前年度課税標準額に据置き

前年度課税標準額に据置き



商業地等における据置措置（イメージ）

100％

70％

60％

0％

20％

地価が下落

地価が上昇
据え置き

地価が
大きく上昇

16
負担水準 ＝

前年度の課税標準額

当該年度の評価額
×100％

100％

70％

60％

0％

20％

据え置きゾーンの土地について、
・地価が下落 → 負担水準の上限の70％となる
・地価が上昇するも負担水準が据え置きゾーン内 → 据え置き
・地価が大きく上昇 → 新評価額の５％分増加



同一市内における評価額と税額の逆転事例（据え置きゾーン関係）

＜具体例Ⅰ＞

Ａ市の商業地Ｂ（230㎡）

＜具体例Ⅱ＞

Ａ市の商業地Ｃ（109㎡）

R２課税標準額 ＝ 約3,864万円

R２税額 ＝ 約 54 万円

R２課税標準額 ＝ 約3,615万円

R２税額 ＝ 約 51 万円

R２評価額：約 5,677万円 R２評価額:約 6,025万円

課税標準額の上限額（評価額×70％）

付近で課税されている土地

評価額×60％で

課税されている土地

＜

＞
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負担水準の均衡化に関するこれまでの政府税制調査会における整理の概要

18

第二 令和時代の税制のあり方

５．持続可能な地方税財政基盤の構築

経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方（抄）(令和元年９月 税制調査会)

固定資産税は、どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体とし、その保有と市町

村の行政サービスとの間の受益関係に着目して、毎年経常的に課税される財産税であり、

税源の偏在性が小さく税収が安定的な市町村の基幹税である。

土地に係る固定資産税については、課税の公平の観点に立って、平成９年度から負担水

準の均衡化が進められてきた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきたが、一部ば

らつきが残っており、課税の公平の観点から更に促進することが必要である。

あわせて、今後、人口減少・少子高齢化が進行していく中、市町村が住民サービスを提

供するために必要となる財源として、その負担の公平を図りつつ安定的に確保していくべ

きである



Ⅲ．空家・所有者不明土地に係る対応
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【参考２】 住宅用地特例の概要

区 分 土地の利用状況と面積区分
特例率

固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地
住宅の

敷地

200㎡以下の部分 価格×１/６ 価格×１/３

一般住宅用地
200㎡を超える部分

（家屋の床面積の10倍まで）
価格×１/３ 価格×２/３

○ 管理不全の空家の除却・適正管理を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による必

要な措置の勧告の対象となった特定空家等の敷地の用に供する土地について、 固定資産税及び都市計画税に

おける住宅用地特例の対象から除外。（平成27年５月26日施行）

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）の内容

・ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等を「特定空家等」と定義。

・ 市町村長が特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとるよう助言・指導、勧告、命令等を行うことが可能。

【参考１】 勧告を受け住宅用地特例の適用除外した実績

57市町村（276人）（令和３年度） （「令和３年度 固定資産の価格等の概要調書」より）

空家の除却等を促進するための固定資産税・都市計画税に係る所要の措置

※ 44市町村（233人）（令和２年度）

20

特定空家等
助言又は

指導
勧告 命令 行政代執行

■ 空家法上の特定空家等に対する措置の流れと固定資産税等の住宅用地特例の適用対象除外のタイミング

住宅用地特例の適用対象除外



現に所有している者の申告の制度化（令和２年度税制改正）

（注１） 固定資産税における他の申告制度と同様の罰則を設ける。

（注２） 令和２年４月１日以後の条例の施行の日以後に現に所有している者であることを知った者について適用する。

課題

○ 登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者（相続人等）に対し、市
町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。

改正概要

○ 課税庁は、「現に所有している者」（通常は相続人）の把握のため、法定相続人全員の戸籍の請求など、調査事
務に多大な時間と労力。

○ 納税義務者特定の迅速化・適正化のため、独自に、死亡届の提出者等に対し「現に所有している者」の申告を
求めている団体も多い。 →実効性を高めるため、申告の制度化の要望

相続人の調査（イメージ）

登記所

課税庁

相続登記

通
知

相続人

課税台帳の
所有者情報を更新

地方税法
３８２条１項

課税

①

②
③

（調査内容）

○ 登記名義人及び全ての法定相続人
（子、孫など）の本籍地から戸籍を請
求し、相続人を調査

○ 特定した全ての相続人について、家
庭裁判所に相続放棄の有無を確認

登記名義人

大きな
事務負担

（相続登記がされている場合） （相続登記がされていない場合）

登記所

課税庁

相続登記

通
知

相続人

課税台帳の
所有者情報を更新

① 戸籍等の情報
を取得・調査し、
相続人を特定

現所有者の
申告

【課題】

申告義務なし
（課税庁独自の
取り組み）

【改正概要】

条例により申告
させる（注）ことが
できることとする
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使用者を所有者とみなす制度の拡大（令和２年度税制改正）

○ 市町村は、調査（※）を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、使用者を所有者
とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする。

○ 使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録する場合には、その旨を事前に使用者に通知するものと
する。

（※） 「調査」とは、住民基本台帳、戸籍簿等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他の関係者への質問等。

課題

○ 固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていない等によって、調査を尽
くしても所有者が一人も特定できないケースが存在。また、使用者からも調査に協力を得られない等、所有者特
定に支障。

○ 現行法では、震災等の事由によって所有者が不明の場合に使用者を所有者とみなして課税できる規定があ
るが、適用は災害の場合に限定。

○ こうしたケースについては、現行法上は誰にも課税できず、課税の公平性の観点から問題。

改正概要

所有者（納税義務者）の調査
課税台帳
に登録

賦課決定
（納税通知書の交付）

不服があれば、行政
不服審査法に基づく
審査請求が可能

使用者への聞き取り調査

（使用の経緯、実態、真の
所有者に係る情報 等）

納付

課税台帳に登録する前に
使用者に事前通知
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不動産登記を行った場合、
市町村に対して登記の情報を通知

＜今後追加する通知事項＞

・ 登記名義人の死亡の符号
・ 登記名義人の生年月日、性別
・ 外国居住者の国内連絡先
・ 会社法人等番号 等

■通知事項の拡大イメージ

登記所 市町村

＜現在の通知事項＞

・ 登記名義人の氏名・住所
・ 所在地、地番、地目、地積
・ 構造、床面積 等

固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大

23

○ 所有権移転等の不動産登記が行われた場合、登記所から市町村に登記情報が通知される。

○ 不動産登記法の改正により、登記名義人の死亡の事実を符号によって表示する制度が新たに設けられ

ること等に伴い、登記所から市町村への通知事項を追加するなど、所要の措置を講じた。（R４税制改正）

○ 土地所有者の死亡の事実の早期把握及び課税の適正化に寄与。



固定資産税課税台帳の情報提供について

○ 所有者不明土地対策等をはじめ、各種行政課題の解決に資するため、固定資産課税台帳情報の提供を可

能とする法制上の措置が近年講じられている。

情報の提供先 目的 根拠規定

1 当該市町村の空家等担当部局 空家等の所有者の把握
空家等対策の推進に関する特別
措置法

2 当該市町村の所有者不明土地等担当部局
地域福利増進事業等の対象区域の
土地所有者の探索等

所有者不明土地の利用の円滑化
等に関する特別措置法

3 農業委員会 農地所有者の把握 農地法

4 当該市町村の林務担当部局 森林所有者の把握 森林法

24

市町村の
固定資産税部局

固定資産課税台帳
の情報を提供

市町村の
空家担当部局等

情報提供の求め
（個別法に規定）

〈固定資産課税台帳の情報提供を可能とした主な例〉


